
【協議⑤】

地域公共交通確保維持事業に係る計画
（案）について

資料⑤



地域公共交通確保維持事業に係る計画案について

●地域内フィーダー系統（地域間交通ネットワーク（地域間幹線バス系統や

鉄道など）と接続して支線として運行している地域公共交通）の確保維持

を目的とした国庫補助金（地域内フィーダー系統補助）を得るために、

運行回数や輸送人員などの計画を策定し、熊本運輸支局に提出する。

提出にあたっては、事前に当会議の承認を得る必要がある。

今回はR7年度事業（R6.10月～R7.9月）の計画について審議していただく。

●玉名市が計画に記載する系統は2つ（バス２系統）

(1)玉名駅～九州看護福祉大学～新玉名駅 (2)玉名市街地循環線
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出典：国土交通省HP（https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/content/001633926.pdf）
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計画策定と変更について

R5年度事業（R4.10月～R5.9月）の利用実績などをもとに、

バス２系統の運行回数や輸送人員については産交バス本社が積算。

系統のダイヤ改正や増減便などの運行内容の変更を行う場合は

国土交通省へ計画変更の手続きをする必要があるが、

軽微な変更や様式の変更については事務局判断により手続きを行う。
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熊
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踏
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.
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近
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「
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．
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控
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．
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収
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．
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な
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．
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「
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る
生

活
基

盤
が

整
備

さ
れ

て
い

る
」

と
認

め
た

市
町

村
の

一
覧

 

【
地

域
間

幹
線

系
統

の
み

】
 



9
 

 

該
当

な
し

 

 

９
．

生
産

性
向

上
の

取
組

に
係

る
取

組
内

容
、

実
施

主
体

、
定

量
的

な
効

果
目

標
、

実
施

時
期

 

及
び

そ
の

他
特

記
事

項
 

【
地

域
間

幹
線

系
統

の
み

】
 

 
該

当
な

し
 

 1
0
．

地
域

公
共

交
通

確
保

維
持

改
善

事
業

を
行

う
地

域
の

概
要

 

【
地

域
内

フ
ィ

ー
ダ

ー
系

統
の

み
】

 

地
域

公
共

交
通

確
保

維
持

改
善

事
業

費
補

助
金

交
付

要
綱

「
表

５
」

を
添

付
。

 

 1
1
．

車
両

の
取

得
に

係
る

目
的

・
必

要
性

 

【
車

両
減

価
償

却
費

等
国

庫
補

助
金

・
公

有
民

営
方

式
車

両
購

入
費

国
庫

補
助

金
を

受
け

よ
う

と
す

る
場

合
の

み
】
 

 
該

当
な

し
 

 1
2
．

車
両

の
取

得
に

係
る

定
量

的
な

目
標

・
効

果
 

【
車

両
減

価
償

却
費

等
国

庫
補

助
金

・
公

有
民

営
方

式
車

両
購

入
費

国
庫

補
助

金
を

受
け

よ
う

と
す

る
場

合
の

み
】
 

（
１

）
事

業
の

目
標

 

該
当

な
し

 

 （
２

）
事

業
の

効
果

 

 
該

当
な

し
 

 1
3
車

両
の

取
得

計
画

の
概

要
及

び
車

両
の

取
得

を
行

う
事

業
者

又
は

地
方

公
共

団
体

、
要

す
る

費
用

の
総

額
、

負
担

者
と

そ
の

負
担

額
【

車
両

減
価

償
却

費
等

国
庫

補
助

金
・

公
有

民
営

方
式

車
両

購
入

費
国

庫
補

助
金

を
受

け
よ

う
と

す
る

場
合

の
み

】
 

該
当

な
し

 

 

1
4
．
老

朽
更

新
の

代
替

に
よ

る
費

用
の

削
減

等
に

よ
る

地
域

公
共

交
通

確
保

維
持

事
業

に
お

け
る

収
支

の

改
善

に
係

る
計

画
（

車
両

の
代

替
に

よ
る

費
用

削
減

等
の

内
容

、
代

替
車

両
を

活
用

し
た

利
用

促
進

策
）

 

【
公

有
民

営
方

式
車

両
購

入
費

国
庫

補
助

金
を

受
け

よ
う

と
す

る
場

合
の

み
】

 

該
当

な
し

 

 

1
5
．

貨
客

混
載

の
導

入
に

係
る

目
的

・
必

要
性

 

【
貨

客
混

載
導

入
経

費
国

庫
補

助
金

を
受

け
よ

う
と

す
る

場
合

の
み

】
 

 
該

当
な

し
 

 1
6
．

貨
客

混
載

の
導

入
に

係
る

定
量

的
な

目
標

・
効

果
 

【
貨

客
混

載
導

入
経

費
国

庫
補

助
金

を
受

け
よ

う
と

す
る

場
合

の
み

】
 

（
１

）
事

業
の

目
標

 

 
該

当
な

し
 

 （
２

）
事

業
の

効
果

 



1
0

 

 

 
該

当
な

し
 

 

1
7
．
貨

客
混

載
の

導
入

に
係

る
計

画
の

概
要

、
要

す
る

費
用

の
総

額
、
内

訳
、
負

担
者

及
び

負
担

額
【

貨

客
混

載
導

入
経

費
国

庫
補

助
金

を
受

け
よ

う
と

す
る

場
合

の
み

】
 

 
該

当
な

し
 

 1
8
．

協
議

会
の

開
催

状
況

と
主

な
議

論
 

【
平

成
25

年
度

】 

・
第

1
回

（5
月

30
日

） 

・
第

2
回

（6
月

27
日

） 

・
書

面
協

議
（7

月
9

日
） 

・
第

3
回

（3
月

27
日

） 

【
平

成
26

年
度

】 

・
第

1
回

（5
月

28
日

） 

・
第

2
回

（6
月

26
日

） 

・
第

3
回

（8
月

28
日

） 

【
平

成
27

年
度

】 

・
書

面
協

議
（4

月
28

日
） 

・
第

1
回

（6
月

29
日

） 

・
第

2
回

（1
1

月
6

日
） 

【
平

成
28

年
度

】 

・
第

1
回

（6
月

22
日

） 

・
書

面
協

議
（1

月
20

日
） 

【
平

成
29

年
度

】 

・
第

1
回

（6
月

28
日

） 

・
書

面
協

議
（1

月
12

日
） 

【
平

成
30

年
度

】 

・
第

1
回

（6
月

28
日

） 

・
書

面
協

議
 

・
第

2
回

（1
1

月
28

日
） 

【
令

和
元

年
度

】 

・
第

1
回

（6
月

24
日

） 

・
第

2
回

（1
月

15
日

） 

【
令

和
2

年
度

】 

・
第

1
回

（
書

面
協

議
） 

・
第

2
回

（1
1

月
27

日
） 

・
第

3
回

（
書

面
協

議
） 

【
令

和
3

年
度

】 

・
第

1
回

（
書

面
協

議
） 

・
第

2
回

（1
1

月
10

日
） 

・
第

3
回

（
書

面
協

議
） 

【
令

和
4

年
度

】 

・
第

1
回

（6
月

22
日

） 

・
第

2
回

（
書

面
協

議
） 

・
第

3
回

（9
月

22
日

） 

・
第

4
回

（1
月

23
日

） 

【
令

和
5

年
度

】 

・
第

1
回

（
書

面
協

議
） 

・
第

2
回

（
書

面
協

議
） 

・
第

3
回

（7
月

6
日

） 

・
第

4
回

（
書

面
協

議
） 

・
第

5
回

（
書

面
協

議
） 

 岱
明

・
横

島
地

域
予

約
制

乗
合

タ
ク

シ
ー

運
行

実
施

計
画

に
つ

い
て

承
認

 

生
活

交
通

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

計
画

に
つ

い
て

承
認

 

岱
明

・
横

島
地

域
予

約
制

乗
合

タ
ク

シ
ー

運
行

実
施

計
画

 

滑
石

・
岱

明
し

お
か

ぜ
タ

ク
シ

ー
、

大
浜

・
横

島
い

ち
ご

タ
ク

シ
ー

の
運

行
見

直
し

 

 地
域

公
共

交
通

総
合

連
携

計
画

事
業

計
画

、
予

算
、

協
働

推
進

事
業

計
画

認
定

ほ
か

 

地
域

内
フ

ィ
ー

ダ
ー

系
統

確
保

維
持

計
画

ほ
か

 

滑
石

・
岱

明
し

お
か

ぜ
タ

ク
シ

ー
、

大
浜

・
横

島
い

ち
ご

タ
ク

シ
ー

運
行

の
変

更
 

 地
域

内
フ

ィ
ー

ダ
ー

系
統

確
保

維
持

計
画

変
更

認
定

申
請

 

地
域

内
フ

ィ
ー

ダ
ー

系
統

確
保

維
持

計
画

 

路
線

バ
ス

の
運

行
見

直
し

、
公

共
交

通
空

白
地

域
・
不

便
地

域
の

解
消

に
向

け
た

検
討

ほ
か

 

 地
域

内
フ

ィ
ー

ダ
ー

系
統

確
保

維
持

計
画

及
び

路
線

バ
ス

再
編

の
承

認
 

地
域

公
共

交
通

確
保

維
持

改
善

事
業

に
関

す
る

事
業

評
価

 

 地
域

内
フ

ィ
ー

ダ
ー

系
統

確
保

維
持

計
画

（案
）
の

承
認

ほ
か

 

地
域

公
共

交
通

確
保

維
持

改
善

事
業

に
関

す
る

事
業

評
価

 

 地
域

内
フ

ィ
ー

ダ
ー

系
統

確
保

維
持

計
画

（案
）
の

承
認

ほ
か

 

地
域

公
共

交
通

確
保

維
持

改
善

事
業

に
関

す
る

事
業

評
価

 

公
共

交
通

不
便

地
域

に
お

け
る

移
動

実
態

調
査

の
結

果
ほ

か
 

 地
域

内
フ

ィ
ー

ダ
ー

系
統

確
保

維
持

計
画

（案
）
の

承
認

ほ
か

 

地
域

公
共

交
通

確
保

維
持

改
善

事
業

に
関

す
る

事
業

評
価

ほ
か

 

 地
域

内
フ

ィ
ー

ダ
ー

系
統

確
保

維
持

計
画

（案
）
の

承
認

ほ
か

 

予
約

制
乗

合
タ

ク
シ

ー
運

行
実

施
計

画
（
乗

降
場

の
設

定
）
の

承
認

ほ
か

 

地
域

公
共

交
通

確
保

維
持

改
善

事
業

に
関

す
る

事
業

評
価

ほ
か

 

 地
域

内
フ

ィ
ー

ダ
ー

系
統

確
保

維
持

計
画

（案
）
の

承
認

ほ
か

 

バ
ス

路
線

の
運

行
内

容
の

変
更

ほ
か

 

地
域

公
共

交
通

確
保

維
持

改
善

事
業

に
関

す
る

事
業

評
価

ほ
か

 

 地
域

内
フ

ィ
ー

ダ
ー

系
統

確
保

維
持

計
画

（案
）
の

承
認

ほ
か

 

バ
ス

路
線

の
運

行
内

容
変

更
の

承
認

の
ほ

か
 

バ
ス

路
線

の
運

行
内

容
変

更
の

承
認

ほ
か

 

予
約

制
乗

合
タ

ク
シ

ー
運

行
実

施
計

画
（
新

た
な

乗
合

タ
ク

シ
ー

の
本

格
運

行
）
の

承
認

ほ
か

 

 会
長

・
副

会
長

の
選

任
ほ

か
 

地
域

内
フ

ィ
ー

ダ
ー

系
統

確
保

維
持

計
画

（案
）
の

承
認

 

予
約

制
乗

合
タ

ク
シ

ー
の

運
行

実
施

計
画

（
運

行
区

域
の

拡
大

）
に

つ
い

て
承

認
の

ほ
か

 

バ
ス

路
線

の
運

賃
改

定
ほ

か
 

「
熊

本
都

市
部

に
帰

る
均

一
運

賃
の

設
定

に
係

る
共

同
経

営
計

画
」
に

関
す

る
意

見
徴

収
 



1
1

 

 

・
第

6
回

（1
0

月
27

日
） 

・
第

7
回

（1
2

月
22

日
） 

・
第

8
回

（
書

面
協

議
） 

・
第

9
回

（2
月

22
日

） 

【
令

和
6

年
度

】 

・
第

1
回

（6
月

25
日

） 

玉
名

市
地

域
公

共
交

通
計

画
（
素

案
）
に

つ
い

て
承

認
 

玉
名

市
地

域
公

共
交

通
計

画
（
案

）
に

つ
い

て
承

認
ほ

か
 

予
約

制
乗

合
タ

ク
シ

ー
の

運
行

実
施

計
画

（
運

行
便

の
拡

大
）
に

つ
い

て
承

認
の

ほ
か

 

玉
名

市
地

域
公

共
交

通
計

画
に

つ
い

て
承

認
ほ

か
 

 地
域

公
共

交
通

確
保

維
持

事
業

に
係

る
計

画
（
案

）
に

つ
い

て
 

 

1
9
．

利
用

者
等

の
意

見
の

反
映

状
況

 

・
計

画
策

定
の

会
議

に
住

民
代

表
が

参
画

し
て

お
り

、
適

宜
、

意
見

を
聴

取
し

反
映

。
 

・
主

な
利

用
者

で
あ

る
学

生
、
教

職
員

等
の

意
見

を
も

と
に

、
定

期
的

に
関

係
者

で
協

議
を

実
施

し
利

用
ニ

ー
ズ

に
合

わ

せ
た

運
行

を
実

施
中

。
 

 

【
本

計
画

に
関

す
る

担
当

者
・

連
絡

先
】

 

（
住

 
所

）
玉

名
市

岩
崎

1
6
3
番

地
 

 
 

 
 

 
 

 

（
所

 
属

）
玉

名
市

企
画

経
営

部
地

域
振

興
課

 
 

 
 

（
氏

 
名

）
田

村
 

秋
美

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
電

 
話

）
0
9
6
8
-
7
5
-
1
4
2
1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
e
-
m
a
i
l
）

c
h
i
i
k
i
-
s
@
c
i
t
y
.
t
a
m
a
n
a
.
l
g
.
j
p
 

 
 

 
 注

意
：
 

本
様

式
は

あ
く

ま
で

参
考

で
あ

り
、
補

助
要

綱
の

要
件

を
満

た
す

も
の

で
あ

れ
ば

、
こ

の
様

式
に

よ
ら

な
く

て

も
差

し
支

え
あ

り
ま

せ
ん

。
 

実
際

の
計

画
作

成
に

当
た

っ
て

は
補

助
要

綱
等

を
踏

ま
え

て
作

成
を

お
願

い
い

た
し

ま
す

。
 

 
 

 
 

各
記

載
項

目
に

つ
い

て
、
地

域
公

共
交

通
利

便
増

進
実

施
計

画
及

び
地

域
旅

客
運

送
サ

ー
ビ

ス
継

続
実

施
計

画

を
作

成
し

て
い

る
場

合
に

は
、
当

該
計

画
か

ら
該

当
部

分
を

転
記

し
た

り
、
別

添
○

○
計

画
△

節
の

と
お

り
、
等

と
し

て
引

用
し

た
り

す
る

こ
と

も
可

能
で

す
。（

た
だ

し
、
上

記
２

．・
３

．
に

つ
い

て
は

、
地

域
公

共
交

通
利

便

増
進

実
施

計
画

及
び

地
域

旅
客

運
送

サ
ー

ビ
ス

継
続

実
施

計
画

に
定

め
る

目
標

、
当

該
目

標
を

達
成

す
る

た
め

に

行
う

事
業

及
び

そ
の

実
施

主
体

に
関

す
る

事
項

と
の

整
合

性
を

図
る

よ
う

に
し

て
下

さ
い

。
ま

た
、
地

域
公

共
交

通
計

画
全

体
と

し
て

、
協

議
会

に
お

け
る

協
議

が
整

っ
た

上
で

提
出

さ
れ

る
必

要
が

あ
り

ま
す

）
。

 

 ※
該

当
の

な
い

項
目

は
削

除
せ

ず
、
「

該
当

な
し

」
と

記
載

し
て

下
さ

い
。

 



表１　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運送予定者（地域内フィーダー系統） R7年度

起点 経由地 終点 運行態様の別

基準ハで
該当する
要件（別
表７・９）

補助対象地域間幹
線系統等と接続の
確保

基準ホで該
当する要件
（別表７のみ）

（注）

１．乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名等」に運賃低廉化を行う運行サービスの名称を記載すること。

２．区域運行又は乗用タクシーによる運行の場合は、運行系統の「経由地」に営業区域又は運賃低廉化対象地域を記載することとし、「起点」、「終点」及び「系統キロ程」について記載を要しない。

３．「系統キロ程」については、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで記載すること。なお、循環系統の場合には、往又は復のどちらかの欄にキロ程を記載し、もう片方の欄に「循環」と記載すること。

４．「利便増進特例措置」及び「運送継続特例措置」については、利便増進計画又は運送継続計画の認定を受け、地域内フィーダー系統に係る特例措置の適用（別表９又は別表１０）を受けて補助対象となる場合のみ「○」を記載すること。

５．「運行態様の別」については、路線定期運行、路線不定期運行、区域運行、乗用タクシーによる運行の別を記載すること。

６．「補助対象地域間幹線系統等と接続の確保」については、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのように接続を確保するかについて記載すること。

７．乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名」「利便増進特例措置」について記載を要しない。

８．本表に記載する運行予定系統を示した地図及び運行ダイヤを添付すること。乗用タクシーによる運行の場合は、営業区域を示した地図を添付すること。

③

築地・玉
名市役
所前

往　　　ｋｍ

復　　　ｋｍ

運行系統
地域内フィーダー系統の基準適合
（別表７・別表９・別表１０）

往　6.0　ｋｍ

復　6.0　ｋｍ

（循環）

計画
運行
日数

計画
運行
回数

利
便
増
進
特
例
措
置

362日 1,849.0回 路線定期運行 ①
産交バス株式会社の地域間幹線系
統である荒尾線、熊本線と玉名駅前
停留所において接続する。

③路線定期運行 ①
産交バス株式会社の地域間幹線系
統である荒尾線、熊本線と玉名駅前
停留所において接続する。

運
送
継
続
特
例
措
置

玉名駅
前

365日 7,869.0回
8.2　　ｋｍ

往　　　ｋｍ

復　　　ｋｍ

市区町村名 運送予定者名
運行系統名等
（申請番号）

系統
キロ程

産交バス株式会社 (1)
九州看護福祉大学経由
玉名駅・新玉名駅線

玉名駅前
九州看
護福祉
大学前

新玉名
駅

熊本県
玉名市

(5)
復　　　ｋｍ

(2) 玉名市街地循環線 玉名駅前

(4)

(3)

産交バス株式会社

回日

日 回

日 回

往　　　ｋｍ
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表
５
　
地
域
公
共
交
通
確
保
維
持
改
善
事
業
を
行
う
地
域
の
概
要

（
単
位
：
人
）

　
交
通
不
便
地
域
等
の
内
訳

（
１
）
記
載
要
領

１
．

２
．

３
．

４
．

５
．

６
．

（
２
）
添
付
書
類

１
．
「
人
口
集
中
地
区
以
外
の
地
区
」
及
び
「
交
通
不
便
地
域
等
」
の
区
分
が
分
か
る
地
図
を
添
付
す
る
こ
と
。

（
た
だ
し
、
全
域
が
交
通
不
便
地
域
等
と
な
る
場
合
に
は
省
略
可
）

市
区
町
村
名

玉
名
市

人
　
口

人
口
集
中
地
区
以
外

5
2
,0
2
8

交
通
不
便
地
域
等

5
,5
8
0

人
　
口

対
象
地
区

根
拠
法

5
,5
8
0

旧
天
水
町

過
疎
法
第
３
条
（
一
部
過
疎
）

　
地
域
公
共
交
通
計
画
、
地
域
公
共
交
通
利
便
増
進
実
施
計
画
、
地
域
旅
客
運
送
サ
ー
ビ
ス
継
続
実
施
計
画
の
策
定

年
月
日
及
び
特
例
適
用
開
始
年
度

計
画
名

策
定
年
月
日

特
例
適
用
開
始
年
度

玉
名
市
地
域
公
共
交
通
計
画

令
和
6
年
3
月
8
日

「
交
通
不
便
地
域
等
」
の
欄
は
、
地
域
公
共
交
通
確
保
維
持
改
善
事
業
費
補
助
金
交
付
要
綱
（
以

下
、
「
交
付
要
綱
」
と
い
う
。
）
の
別
表
７
（
ハ
②
（
１
）
）
に
記
載
の
あ
る
過
疎
地
域
の
人
口
、
交
付
要

綱
別
表
７
（
ハ
②
（
２
）
（
実
施
要
領
の
２
．
（
１
）
⑪
）
）
に
基
づ
き
地
方
運
輸
局
長
等
が
指
定
す
る
交

通
不
便
地
域
の
人
口
及
び
交
付
要
綱
別
表
７
リ
に
基
づ
き
地
方
運
輸
局
長
等
が
認
め
る
地
域
の

合
計
（
重
複
す
る
場
合
を
除
く
）
を
記
載
す
る
こ
と
。

「
対
象
地
区
」
の
欄
に
は
、
当
該
市
町
村
の
一
部
が
交
付
要
綱
別
表
７
（
ハ
②
（
１
）
）
に
掲
げ
る
法
律

（
根
拠
法
）
に
基
づ
き
地
域
指
定
さ
れ
て
い
る
場
合
に
、
根
拠
法
ご
と
に
当
該
区
域
の
旧
市
町
村
名

等
を
記
載
す
る
こ
と
。
ま
た
、
地
方
運
輸
局
長
等
が
指
定
す
る
交
通
不
便
地
域
等
が
存
在
す
る
場

合
に
は
、
該
当
す
る
区
域
名
を
記
載
す
る
こ
と
。

「
根
拠
法
」
の
欄
は
、
交
通
不
便
地
域
を
地
方
運
輸
局
長
等
が
指
定
し
た
場
合
は
、
「
局
長
指
定
」
と

記
載
す
る
こ
と
。
ま
た
、
乗
用
タ
ク
シ
ー
以
外
で
の
輸
送
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
も
の
と
し
て
地
方
運

輸
局
長
等
が
認
め
た
場
合
は
、
「
局
長
指
定
（
乗
用
）
」
と
記
載
す
る
こ
と
。

「
特
例
適
用
開
始
年
度
」
の
欄
は
、
地
域
公
共
交
通
利
便
増
進
実
施
計
画
又
は
地
域
旅
客
運
送

サ
ー
ビ
ス
継
続
実
施
計
画
を
策
定
し
、
特
例
を
適
用
す
る
場
合
に
記
載
す
る
こ
と
。

人
口
は
最
新
の
国
勢
調
査
結
果
を
基
に
記
載
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
地
方
運
輸
局
長
等
が
指
定
す

る
交
通
不
便
地
域
の
場
合
は
、
申
請
す
る
年
度
の
前
年
度
の
３
月
末
現
在
の
住
民
基
本
台
帳
を

基
に
記
載
す
る
こ
と
。

「
人
口
集
中
地
区
以
外
」
の
欄
は
、
国
勢
調
査
結
果
に
よ
り
設
定
さ
れ
た
人
口
集
中
地
区
に
該
当
し

な
い
地
区
の
人
口
を
記
載
す
る
こ
と
。

1
3



 












